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午前１０時００分  開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（杉本信一君） 本日をもって招集されました令和６年第７回遠軽町議会臨時会を

開会します。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（杉本信一君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎諸般報告 

○議長（杉本信一君） 会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。 

○議会事務局長（小野寺正彦君） 御報告いたします。 

 ただいまの出席議員は、１５人であります。 

 本日の列席者は、佐々木町長、佐藤教育長であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の令和６年度例月出納検査の結果、議長の執務及び閉会中における各委員会等の活動状況

につきましては、別紙印刷の上、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、本臨時会の日程は、第９までとなっております。 

 以上で、報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（杉本信一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、阿部議員、９番佐藤議

員を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（杉本信一君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、議会運営委員長の報告を求めます。 

 秋元議会運営委員長。 

○議会運営委員長（秋元直樹君） －登壇－ 

御報告いたします。 

 本日をもって招集されました令和６年第７回遠軽町議会臨時会の会期につきましては、

本日午前９時３０分から議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日１日間と決定いたし

ました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（杉本信一君） お諮りします。 
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 本臨時会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日１日間にしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日間とすることに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 町長の提出案件要旨説明 

○議長（杉本信一君） 日程第３ 町長の提出案件要旨説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） －登壇－ 

 令和６年第７回遠軽町議会臨時会の開会に当たり、議員の皆様には、大変お忙しい中御

参集いただき、厚くお礼申し上げます。 

 本議会に提出いたしました議案の大要について御説明申し上げます。 

 承認第１号専決処分の承認を求めることについては、衆議院の解散が見込まれたことに

より、緊急に補正予算の必要が生じたため、令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第６

号）を専決処分いたしましたので、議会の承認を求めるものです。 

議案第１号から議案第３号までの工事請負契約の変更契約の締結については、令和６年

度岩見通歩道整備工事、令和６年度公共駐車場整備工事その２及び令和６年度白滝支湧別

地区営農飲雑用水整備工事について、議会の議決を求めるものです。 

議案第４号財産の取得については、中学校学習者用コンピュータについて、議会の議決

を求めるものです。 

次に、議案第５号令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）について、御説明申し

上げます。 

歳入については、寄附金及び繰越金を補正するものです。 

歳出については、遠軽高等学校ラグビーフットボール部の全国大会出場に係る社会体育

振興補助金を計上するものです。 

以上が、本議会に提案をいたしました議案の大要です。 

 御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願い申し上げます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 承認第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第４ 承認第１号専決処分の承認を求めることについてを議

題とします。  

 提出者の説明を求めます。 

 今井財政課長。 

○財政課長（今井昌幸君） 承認第１号専決処分の承認を求めることについて説明いたし
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ます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第６

号）を定めることについて、別紙のとおり専決処分しましたので、同条第３項の規定によ

り報告し、承認を求めるものです。 

次のページをお開き願います。 

専決第７号につきましては、衆議院の解散が見込まれることにより、緊急に補正予算の

必要が生じたため、令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第６号）を定めることについ

て、１０月１日に専決処分したものです。 

次のページをお開き願います。 

令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第６号）につきましては、規定の歳入歳出予算の

総額に、歳入歳出それぞれ１,８６５万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１７

８億４,９２２万４,０００円としたものです。 

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。 

次のページをお開き願います。 

第１表歳入歳出予算補正の１、歳入から説明いたします。 

１５款国庫支出金につきましては、３項委託金に１,８６５万５,０００円を追加し、総

額を１２億２,２６２万１,０００円としたものです。 

これにより、歳入合計１７８億３,０５６万９,０００円に１,８６５万５,０００円を追

加し、総額を１７８億４,９２２万４,０００円としたものです。 

次に、２、歳出について説明いたします。 

次のページをお開き願います。 

２款総務費につきましては、４項選挙費に１,８６５万５,０００円を追加し、総額を４

６億７,９７１万６,０００円としたものです。これにより、歳出合計１７８億３,０５６

万９,０００円に１,８６５万５,０００円を追加し、総額を歳入歳出同額の１７８億４,９

２２万４,０００円としたものです。 

次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から説

明いたします。 

８ページをお開き願います。 

２款総務費４項選挙費２目衆議院議員選挙費、衆議院議員選挙一般事務費１,８６５万

５,０００円につきましては、衆議院の解散による選挙事務にかかる経費として、選挙管

理委員会委員報酬１１万８,０００円から、備品購入費７９万２,０００円までを計上した

ものです。 

次に、２、歳入について説明いたします。 

６ページをお開き願います。 

１５款国庫支出金３項委託金１目総務費委託金、１,８６５万５,０００円につきまして

は、衆議院議員選挙費委託金の追加です。 
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以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

質疑は第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳出

より各款ごとに行います。 

２款総務費、８ページ、９ページ。 

阿部議員。 

○４番（阿部君枝君） この予算の中の金額ではないのですが、せんだってというか、昨

年９月に質問した投票支援カードの導入ということで、次回の選挙から導入を進めますと

いうことになっていましたが、それは設置準備されているのかお伺いします。 

○議長（杉本信一君） 堂前選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（堂前政好君）  

 御質問にお答えをいたします。 

先ほども、阿部議員から御質問の内容でも触れられておりましたが、昨年９月の定例会

におきまして、コミュニケーションボードや投票支援カードの導入について一般質問が

あったところでございまして、次の選挙から導入することとしまして答弁をさせていただ

いたところでありまして、今回の衆議院議員選挙から導入をしまして、投票環境の向上を

図っていくところでございます。 

以上でございます。 

○議長（杉本信一君） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に２、歳入に入ります。 

１５款国庫支出金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終わります。 

これより、承認第１号専決処分の承認を求めることについてを採決いたします。 

本案は、討論を省略して、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり承認されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第５ 議案第１号工事請負契約の変更契約の締結についてを

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 
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○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１号工事請負契約の変更契約の締結について御説

明いたします。 

 産業廃棄物の概数数量の確定による設計変更に伴い、遠軽町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、工事請負契約の変更契約を締

結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、令和６年度岩見通歩道整備工事であります。 

 契約の金額は、変更前５,７４２万円、変更後５,８１０万２,０００円であります。 

 契約の相手方は、遠軽町白滝１４９番地１、大同産業開発株式会社、代表取締役今野政

男であります。 

 この工事につきましては、４月２５日、株式会社渡辺組外６者により指名競争入札を行

い、大同産業開発株式会社が５,７４２万円で落札をし、５月１３日から着工、１０月３

１日の完成を予定しているところでありますが、産業廃棄物の概数数量の確定による設計

変更に伴い、契約金額５,７４２万円を６８万２,０００円増の５,８１０万２,０００円に

変更するものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１号工事請負契約の変更契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第２号 

○議長（杉本信一君） 日程第６ 議案第２号工事請負契約の変更契約の締結についてを

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第２号工事請負契約の変更契約の締結について御説

明いたします。 

 産業廃棄物の概数数量の確定による設計変更に伴い、遠軽町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、工事請負契約の変更契約を締

結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、令和６年度公共駐車場整備工事その２であります。 
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 契約の金額は、変更前６,７６５万円、変更後６,８３５万４,０００円であります。 

 契約の相手方は、遠軽町２条通北４丁目１番地９、日新工業株式会社、代表取締役遠藤

利秀であります。 

 この工事につきましては、５月２７日、株式会社渡辺組外６者により指名競争入札を行

い、日新工業株式会社が６,７６５万円で落札をし、６月２４日から着工、１１月２０日

の完成を予定しているところでありますが、産業廃棄物の概数数量の確定による設計変更

に伴い、契約金額６,７６５万円を７０万４,０００円増の６,８３５万４,０００円に変更

するものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第２号工事請負契約の変更契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第３号 

○議長（杉本信一君） 日程第７ 議案第３号工事請負契約の変更契約の締結についてを

議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第３号工事請負契約の変更契約の締結について御説

明いたします。 

 産業廃棄物の概数数量の確定による設計変更に伴い、遠軽町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、工事請負契約の変更契約を締

結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、令和６年度白滝支湧別地区営農飲雑用水整備工事であります。 

 契約の金額は、変更前７,６０２万１,０００円、変更後７,６５３万８,０００円であり

ます。 

 契約の相手方は、北海・髙橋特定建設工事共同企業体、代表者、遠軽町白滝８１３番

地、有限会社北海設備、代表取締役山崎幸治。構成員、遠軽町丸瀬布東町９８番地、株式

会社髙橋組、代表取締役増田眞一であります。 

 この工事につきましては、５月２７日、有限会社三宮商会外６者により指名競争入札を
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行い、北海・髙橋特定建設工事共同企業体が７,６０２万１,０００円で落札をし、６月１

９日から着工、１１月２０日の完成を予定しているところでありますが、産業廃棄物の概

数数量の確定による設計変更に伴い、契約金額７,６０２万１,０００円を５１万７,００

０円増の７,６５３万８,０００円に変更するものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

 山本議員。 

○７番（山本悟君） 提案理由の中で産業廃棄物の概数数量の確定と入っています。 

第２号議案の中でも産業廃棄物がありましたけれども、第２号議案については、コンク

リート片という話を聞いていました。 

それで、今回、第３号議案白滝支湧別地区の産業廃棄物は、どういうものなのかをお聞

きしたくて質問しました。 

○議長（杉本信一君） 小野寺水道課参事。 

○水道課参事（小野寺悟君） 御質問にお答えします。 

今回の産業廃棄物の内容につきましては、当初、既設舗装版の撤去に伴う舗装版の運搬

費及びアスファルト受入費でございます。 

○議長（杉本信一君） 山本議員。 

○７番（山本悟君） アスファルトということで分かりました。 

今回、５１万７,０００円となっていますが、この５１万７,０００円全部、このほか、

アスファルトの産業廃棄物と考えてよろしいですか。 

○議長（杉本信一君） 小野寺水道課参事。 

○水道課参事（小野寺悟君） おっしゃるとおりでございます。 

○議長（杉本信一君） ほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第３号工事請負契約の変更契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第４号 

○議長（杉本信一君） 日程第８ 議案第４号財産の取得についてを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

吉岡情報管財課長。 
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○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第４号財産の取得について御説明いたします。 

遠軽町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に

より財産を取得することについて、議会の議決を求めるものであります。 

取得する財産は、中学校学習者用コンピュータ５５５台であります。 

取得の方法は随意契約でありまして、取得金額は２,８９９万８,７５０円であります。 

取得の相手方は、東京都新宿区西新宿３丁目１９番２号、東日本電信電話株式会社、代

表取締役社長澁谷直樹であります。 

この財産の取得につきましては、９月４日に北海道公立学校情報機器整備共同調達会議

において、一般競争入札を行い、東日本電信電話株式会社が２,８９９万８,７５０円で決

定をしております。 

なお、東日本電信電話株式会社とは、９月１１日に仮契約を締結しております。 

納期につきましては、令和７年１月３１日を予定しております。 

以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第４号財産の取得についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議案第５号 

○議長（杉本信一君） 日程第９ 議案第５号令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第７

号）を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 今井財政課長。 

○財政課長（今井昌幸君） 議案第５号令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）に

ついて説明いたします。 

 令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）につきましては、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ７００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１７８億５,６２２

万４,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の１、歳入から説明いたします。 
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 １８款寄附金につきましては、１項寄附金に５０万円を追加し、総額を１億４,６５８

万３,０００円とするものです。 

 ２０款繰越金につきましては、１項繰越金に６５０万円を追加し、総額を２億１,２０

６万円とするものです。 

 これにより、歳入合計１７８億４,９２２万４,０００円に７００万円を追加し、総額を

１７８億５,６２２万４,０００円とするものです。 

 次に、２、歳出について説明いたします。 

次のページをお開き願います。 

 １０款教育費につきましては、６項保健体育費に７００万円を追加し、総額を１９億

８,３７５万１,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計１７８億４,９２２万４,０００円に７００万円を追加し、総額を

歳入歳出同額の１７８億５,６２２万４,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から説

明いたします。 

８ページをお開き願います。 

１０款教育費６項保健体育費１目保健体育総務費、保健体育各種大会参加費助成事業７

００万円につきましては、１２月２７日から東大阪市で開催される全国高等学校ラグビー

フットボール大会に、遠軽高等学校ラグビーフットボール部が出場するため、社会体育振

興補助金を追加するものです。 

次に、２、歳入について説明いたします。 

 ６ページをお開き願います。 

 １８款寄附金１項寄附金３目ふるさと納税寄附金５０万円につきましては、遠軽高等学

校部活動支援資金として企業版ふるさと納税寄附金の申出により追加するものです。 

 ２０款繰越金１項繰越金１目繰越金につきましては、前年度繰越金６５０万円の追加で

す。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より、各款ごとに行います。 

 １０款教育費、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 １８款寄附金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２０款繰越金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第５号令和６年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）を採決いたしま

す。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（杉本信一君） 以上をもって、本臨時会の会議に付された事件は全部終了しまし

た。 

 会議を閉じます。 

 以上で、令和６年第７回遠軽町議会臨時会を閉会いたします。 

午前１０時２６分 閉会  




